
　入場券は郵便で届きます。投票日には入場券に記載してある投票所で投票してください。入場券を忘れた場合や
紛失したときは、当日投票所の係員に申し出てください。

▼入場券

　２月８日㈰の午後８時から、Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館で行います。

▼開票

　投票は自分で書いて投票するのが原則ですが、身体が不自由などのため、自分で書くことができない人は代理投
票ができますので、投票所で係員に申し出てください。

▼代理投票

　目の不自由な人は、点字により投票できますので、投票所で係員に申し出てください。

▼点字投票

－ ２ －

　投票用紙は次のとおり印刷されています。
　・小選挙区 ･･･ あさぎ色（薄い水色）の紙に黒色のインク
　・比例代表 ･･･ ピンク色の紙に黒色のインク
　・国民審査 ･･･ うぐいす色（黄緑色）の紙に黒色インク

▼投票用紙

①指定病院等での不在者投票
　病院等に入院（入所）している人は、入院（入所）先が指定施設であれば病院等で不在者投票ができますので、
施設長に申し出てください。

②郵便による不在者投票
　身体障害者手帳または戦傷病者手帳を交付されている人で、その障害の程度が一定の基準に当てはまる人、また
は介護保険法に規定する要介護区分が「要介護５」の人については、郵便による不在者投票ができます。事前に証
明手続等が必要となりますので、詳しくは早めに選挙管理委員会へおたずねください。

▼不在者投票

　周防大島町選挙管理委員会　☎ 0820-74-1000

▼問い合わせ

※�衆院選の入場券は、２月２日頃までに郵便でお届けします。　
（入場券の色は、桃色です）

※入場券がなくても期日前投票はできます。

２月８日 ㈰ は
  第 51 回衆議院議員総選挙の投票日です

（第 27 回最高裁判所裁判官国民審査）

※山口県知事選挙と同日となります。

　投票できるのは、平成 20 年２月９日以前に生まれた満 18 歳以上の日本国民で、選挙人名簿登録基準日（１月 26 日）
まで、引き続き３カ月以上周防大島町の住民基本台帳に登録されている人です。（令和７年 10 月 26 日までに転入の届
出をされた人）
※�周防大島町の住民基本台帳に引き続き３カ月以上登録されていた転出者のうち、登録日の関係により新住所地の選挙
人名簿に登録されていない人は周防大島町で投票できます。

　・周防大島町の選挙人名簿に登録されている人が、他の市町村に転出した場合
　　周防大島町で投票できます。
　・他市町の選挙人名簿に登録されている人が、周防大島町に転入した場合
　　旧住所地の市町村で投票できます。

▼投票できる人

▼期日前投票
　投票日当日に仕事や冠婚葬祭・買い物などの私用で、投票所に行くことができない人は期日前投票ができます。

－ １ －

この選挙は私たちの代表を決める大切な選挙です。あなたの一票を正しく使いましょう。

期日前投票の日時と場所
場所 期間 時間 対象地域

大島庁舎
1月 28 日㈬

～ 2月    7 日㈯
  8:30 ～ 20:00 町内全域

久賀・橘庁舎、
東和総合センター

2月    5 日㈭
～ 2月    7 日㈯

  8:30 ～ 18:00 町内全域

各出張所
2月    4 日㈬

  8:30 ～ 18:00 町内全域

情島公民館 11:30 ～ 14:30 情地区

畑老人憩の家

2月    6 日㈮

  9:00 ～ 12:00 三蒲畑地区

屋代山泉センター 14:00 ～ 17:00 屋代畑地区

津海木老人憩の家 14:00 ～ 17:00 津海木地区

小伊保田公民館   9:00 ～ 12:00 小伊保田地区

馬ヶ原公民館   9:00 ～ 12:00 馬ヶ原地区

神浦公民館 14:00 ～ 17:00 神浦地区

伊崎公民館 14:00 ～ 17:00 伊崎地区

地家室会館別館   9:00 ～ 12:00 地家室地区

鹿家地区農事集会所   9:00 ～ 12:00 鹿家地区

※�浮島地区の皆さまの期日前投票は、２月６日㈮までとなります。

ご注意ください！

最高裁判所裁判官国民審査
の期日前投票は、

２月１日㈰からになります
　
　最高裁判所裁判官国民審査については、最高
裁判所裁判官国民審査法により、衆議院解散か
ら公示までの期間が４日以内の場合は、投票日
の７日前から期日前投票ができるように規定さ
れています。
　したがって、１月 28 日㈬～１月 31 日㈯まで
の期間は、最高裁判所裁判官国民審査の投票は
できませんのでご注意ください。



当日の投票所一覧
　※�浮島地区（江ノ浦・樽見投票区）については、繰上投票（投票日：２月７日㈯
　　午前６時 45 分から午後５時まで）を実施します。

２/ ８
（日）

投票時間　午前７時～午後６時まで

－ ３ －

■久賀地区
投票区名 投票所名 区域
大崎 大崎公会堂 白石、大崎、大崎２

山田 山田公会堂 山田上、山田中、山田下

宮崎 久賀福祉センター 向町、八幡下、八幡上、仲町、洲崎、港町 、戎町、上本町、本町

久賀中央 農業者健康管理センター
向津原、古町、東天満町、西天満町、東下津原、東中津原、西中津原、
上津原、久保河内下、久保河内上、畑能庄、中瀬田、新開東、新開西、
丸山、流田、佐古、前島

宗光 宗光公会堂 庄地、宗光東、宗光西

椋野 椋野公民館
久保田中郷、花田道面、平原大畑、木屋原、大元、山下浜東１区、山下
浜東２区、山下浜西１区、山下浜西２区、西ヶ原

■大島地区
投票区名 投票所名 区域

三蒲 蒲野農村環境改善センター
東浜北、東浜南、中塚、前港、後港、小山田北、小山田南、流東、流西、小平、
西の郷、蔵本、明神松東、明神松西、三蒲中村、新屋敷、西田、寺家、東畑、
西畑

小松西 小松コミュニティセンター
笠佐、瀬戸、北一西、北一中、北一東、北二西、北二中、北二東、南三、
南二、南一、宮の下、商船

小松東 しまとぴあスカイセンター 屋代中田、沖石、北石、小松中田、手崎、明新

開作 大島町漁業協同組合 安迫、水車、新開、砂堀、小方、松ケ崎、金屋、唐樋、五反田

志佐 志佐老人憩の家 郷串、浜西、浜東、上湯所、下湯所

小田 さつき園作業所 上片山、中片山、下片山、石小田、先小田、中小田、和田、ほのぼの苑

砂田
屋代ふれあいデイサービス
センター「延命の家」

徳神、吉井、郷の坪、吉兼、上北迫、下北迫、東北迫、上砂田、砂田、
下砂田、川地、羽越

神領 神領コミュニティセンター 神領、中、原、田中、銅、棟畑、屋代中村、奥村、石原、樫原、自光寺

家房 家房公会堂 大東、久保、家房原、割石

出井 出井老人憩の家 川窪、中開地、天神東、明神、追通

戸田 沖浦農村環境改善センター 立石、皆地、赤石、中浜、迎原、原定、久保庄、下庄、坂本、西浜

横見 横見老人憩の家 森添、大歳、塩田

日見
沖浦ふれあいデイサービス
センター「延寿の里」

浜、塩町、奥田中、木原、里

※前回の選挙から、三蒲中央投票区と三蒲畑投票区を統合して三蒲投票区とし、神領投票区と屋代畑投票区を統合して神領投
　票区とし、津海木投票区と戸田投票区を統合して戸田投票区としています。

■東和地区
投票区名 投票所名 区域

伊保田 油田農村環境改善センター
情、雨振、伊保田（３区、４区、５区、６区、７区、８区、９区、10 区、
11 区）、小伊保田

油宇 油宇集会施設 油宇（13 区、14 区、15 区、16 区、17 区、18 区、19 区）、馬ケ原

和田 和田公民館 和田（東泊、西泊、中泊、庄東、庄西、庄里）

内入 内入公民館 内入（東、西）

小泊 小泊集会施設 小泊（東、東中、西中、天神）

和佐 和佐公民館 和佐（磯、東浜、東中浜、西浜、大西、郷）、神浦（東、西）

森野 旧東和図書館
森（水上、鹿老渡、片上、盛浜、走出）、平野（後園、祇園、塩屋、内浜、
江口、為栗、本平野、防河内、鎌田）

大小積 海辺の家おつみ 小積、大積

西方 西方公民館 長崎（東、西）、下田（東、中、西）、西方

船越 船越公民館 船越（東、中、西）

外入 白木多目的共同利用施設 伊崎、外入（西泊、東泊、下妙見、上妙見、宮下、郷、西三下、東三下）

地家室 佐連会館 地家室（西、中、郷、地東）、佐連（東、中、西）

沖家室 旧沖家室小学校 沖家室（南、中、峠、沖刈山、岡、鼻）

※前回の選挙から、伊保田投票区と小伊保田投票区を統合して伊保田投票区としています。

■橘地区
投票区名 投票所名 区域

安下庄東 原地区学習等供用施設 鹿家、栄、安高、橘福祉会、原、古城

安下庄中央 橘総合センター
和戸、塩宇、西浦、真宮、正分、おれんじヒルズ、長尾天満、安下、立
島、源明

安下庄西 旧橘ウインドパーク 川間、田中、三ツ松（東、中、西）、庄南、庄北、大泊

秋 秋自治会館（柑橘集荷場） 吉浦、江頭、下開地、西開地、神田

日前郷 日前郷公民館 貞広、大光寺、新屋上、新屋下

日前浜 しらとり苑 長浜、浜西、浜西中、浜中、日良居病院、愛和苑、浜東、日良居団地

土居 日良居出張所 土居（西上、西下、西中、東中、東上、東下）

油良 橘ふれあいかんころ楽園 油良（西、西中、東中、東）、たちばな園、油良郷

江ノ浦 浮島漁村センター 江ノ浦（西、東）、楽ノ江（投票日：２月７日㈯）

樽見 浮島地区学習等供用施設 樽見（投票日：２月７日㈯）

※前回の選挙から、鹿家投票区と安下庄東投票区を統合して安下庄東投票区としています。

－ ４ －

※�浮島地区の有権者の皆さまは、繰上投票を実施するため、以下にご注意ください。
　２月８日㈰は投票できません。２月７日㈯が投票日となるため、期日前投票は２月６日㈮までとなります。


